
 

 

第６８９回通関協議会（本関地区） 

 

１、 日  時   平成２７年  １０月  １日 （木） １２時より 

２、 場  所   第一港湾合同庁舎 ２階 第一会議室 

３、  議題等（敬称略） 

 

（１）「薬物及び銃器取締強化期間」における協力依頼について 

業務部 野口 管理課長 

 

（２）平成２７年上半期の横浜税関における知的財産侵害物品の輸入差止状況について 

業務部 篠原 知的財産調査官 

 

（３）武器類の輸入承認手続きの見直しに伴う改正について 

業務部 金子 統括審査官（通関総括第３部門） 

 

４、 その他・連絡事項等 

 

 

 

次回開催予定日  平成 27 年１１月１０日（火） 12：00～  

開 催 場 所   第一港湾合同庁舎 ２階 第一会議室 

当協会に関するご質問や議題提起がありましたら、事務局あてにご連絡ください 

公益財団法人日本関税協会横浜支部 

TEL 045-680-1757  FAX 045-680-1758 

E-mail: bra_yokohama@kanzei.or.jp 

 

 



横浜税関ホームページ http://www.customs.go.jp/yokohama/ 
密輸情報提供ページ  https://www.customs.go.jp/quest/index.htm 

（「関税局・各税関へのご意見・ご要望の受付」画面にてご投稿下さい） 
                

フリーダイヤル    シ  ロ  イ    ク  ロ  イ 

密輸ダイヤル ０１２０－４６１－９６１ 
    メールアドレス E-mail: yokohama-mitsuyu110@customs.go.jp  

QRコード 

 

 

 

 

「薬物及び銃器取締強化期間」における協力依頼について 

 

 

 

 平素から税関行政に対し深いご理解と多大なご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、税関では、不正薬物・けん銃等の社会悪物品の海外からの流入を阻止することを

最重要課題の一つとして位置づけ、取締関係機関と連携しながら、全力をあげて水際取締

りに取り組んでおります。 

今般、下記のとおり「薬物及び銃器取締強化期間」を設定し、船舶、乗組員に対する取

締り及び輸入貨物に対する検査等について水際取締りを強化することとしております。期

間中、職務質問や検査等の頻度が増加することになりますが、ご協力を賜りますようお願

いいたします。 

 また、密輸に係る情報はもとより、貨物、人、船舶、取引態様等について、不自然、不

審と思われる点がございましたら、どんな些細なことでも結構ですので、最寄りの税関官

署又は下記の「密輸ダイヤル」までご連絡を頂けますようご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

 実施期間：平成27年10月1日（木）～平成27年10月15日（木） 

 

 

2015年 10月1日 
本関地区通関協議会 
横浜税関業務部管理課 



平成27年上半期（1月～6月）の横浜税関における偽ブランド品等の知的財産侵害物品の輸
入差止状況について次のとおりお知らせします。

 【概況】

平成 27 年 9 月 18 日 
横   浜   税   関 

上半期の差止件数は過去最多！ 
～平成27年上半期の横浜税関における知的財産侵害物品の輸入差止状況～ 

公表資料 

◆ 輸入差止件数は前年同期の約１.３倍で過去最多を更新 

◆ 中国来の知的財産侵害物品の差止件数が全体の９割弱を占め、一極集中化が継続 

◆ 消費者の健康や安全を害する物品である電気製品、薬品の差止点数が増加 

【お問い合わせ先】 

横浜税関業務部 知的財産調査官 

  TEL 045－212－6116    

【仕出国（地域）別】 

 ・仕出国（地域）別の輸入差止件数の構成比は、中国が2,463件で全体の85.0％、次い 

   で香港が288件の9.9％、韓国が45件の1.6％と続き、引き続き中国来の一極集中が続 

   いています。 
 

【品目別】 

 ・件数ベ－スでは、時計類が168件（前年同期比約2.9倍）、身辺細貨類が126件（同約 

   4.7倍）、電気製品が43件（同約3.6倍）と増加しています。 

 ・点数ベースでは、薬品が1,249点（前年同期比約9.7倍）、電気製品が1,143点（同約 

   26.6倍）、キーケース類が865点（同約9.0倍）と増加しています。 
 

【知的財産別】 

 ・知的財産別では、件数・点数とも偽ブランド品などの商標権侵害物品が大半を占めて 

   います。 

   

【輸送形態別】 

 ・差止実績を輸送形態別にみると、郵便物の件数が2,889件、点数では27,740点となって 

  おり、ほとんどが郵便物からの輸入差止となっています。  

・輸入差止件数は2,896件で、前年上半期（2,250件）と比較すると約1.3倍となってい

ます。輸入差止件数では過去最高ペースで推移しています。 

・輸入差止点数は27,926点で、前年上半期（55,865点）と比較すると約半分となってい

ます。これは、前年同期に1件当たりの点数が多い大口事案があったためです。 

・1日平均で約16件、153点の知的財産侵害物品の輸入を差し止めていることになりま

す。 

・輸入差止件数が増加している要因としては、近年のインターネットショッピングの増 

加により、有名ブランドの模倣品など知的財産侵害物品が通販サイトなどを通じて多く

購入され国際郵便などで輸入されたためと推測されます。 
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バッグ 靴 スマートフォンのケース
（商標権） （商標権） （商標権）

時計類 身辺細貨類（ｱｸｾｻﾘｰ） キーケース
（商標権） （商標権） （商標権）

医薬品 電気製品（ﾊﾞｯﾃﾘｰ） 子守帯
（商標権） （商標権） （商標権）

横浜税関で輸入を差止めた侵害品の例

輸入差止めが多い物品

輸入差止めが増加した物品

健康や安全を害する物品
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平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
平成26年
上半期

平成27年
上半期

前年
同期比

件数 1,128 2,575 1,870 4,710 2,250 2,896 128.7%

点数 33,929 471,682 24,849 124,916 55,865 27,926 50.0%

件数 23,280 26,607 28,135 32,060 16,335 16,367 100.2%

点数 728,234 1,117,592 628,187 895,792 458,465 392,229 85.6%

＜参考：全国実績との比較＞

注：「差止件数」及び「差止点数」 は、当関が差し止めた知的財産侵害物品に係る一般貨物及び国際郵便物
の件数及び点数をそれぞれ計上したものです。

【輸入差止件数及び点数】
　

平成27年上半期の横浜税関における知的財産侵害物品の輸入差止件数は2,896件であり、
前年上半期の2,250件と比較して約128.7％となっています。また、輸入差止点数は27,926点
で、前年上半期の55,865点と比較して約50％となっています。
　1日平均で約16件、153点の知的財産侵害物品の輸入を差し止めていることになります。

また、件数が増加したにもかかわらず点数が減少したのは、前年同期に1件当たりの点数
が多い大口事案があったためです。

横浜
実績

全国
実績

　

横浜税関における輸入差止実績（差止件数・差止点数）

1,128  

2,575  

1,870  

4,710  

2,250  
2,896  

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

差止件数 

33,929 

471,682 

24,849 

124,916 

55,865 
27,926 

0

100000

500000

300000

400000

500000

差止点数 （点） （件） 
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知的財産別差止件数は、商標権侵害物品が2,894件（構成比99.6％）、次いで著作権侵害
物品が10件（同0.3％）となっています。

【知的財産別差止実績】

仕出国別差止件数は、中国が2,463件（構成比85.0％）、香港が288件（同9.9％）、韓国
が45件（同1.6％）と続いています。

注）四捨五入しているため、構成比の合計が100％とならない場合があります。

差止点数でも、中国が19,887点（構成比71.2％）、香港が3,893点（同13.9％）､韓国が
2,970点(同10.6％)となっています。

中国については、全国実績でも知的財産侵害物品の仕出国として一極化への進展が窺われ
るところ、横浜税関においても同様に中国が最も多い状況となっています。

仕出国（地域）別差止実績構成比（件数・点数）

【仕出国別差止実績】

差止点数では、商標権侵害物品が27,878点（構成比99.8％）、意匠権侵害物品が47点（同
0.2％）となっており、件数・点数ともに偽ブランド品などの商標権侵害物品が大半を占め
ています。

知的財産別差止実績構成比（件数・点数）

注）１事案で複数の知的財産侵害に当たる場合、件数についてはそれぞれの知的財産に、点数についてはＰ７表中上位の
知的財産のみに計上されます。従って、知的財産ごとの件数の合計と差止件数の合計は一致しません。

71.2% 

13.9% 

10.6% 
2.2% 

1.0% 
1.1% 

仕出国別（点数） 
中国   

香港 

韓国 

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 

タイ 

その他 

19,887点 

3,893点 

2,970点 

609点 

271点 

296点 

85.0% 

9.9% 

1.6% 1.3% 1.0% 
1.2% 

仕出国別（件数） 
中国   

香港 

韓国 

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 

タイ 

その他 

38件 

28件 

34件 

45件 

2,463件 

99.6% 

0.3% 
0.0% 

0.0% 

知的財産別（件数） 

商標権     

著作権     

意匠権 

不競法 

2894件 

 10件 

 1件 

1件 

99.8% 

0.0% 
0.2% 

0.0% 

知的財産別（点数） 

商標権    

著作権    

意匠権 

不競法 

27,878点 

0点 

47点 

1点 

288件 

4



注）四捨五入しているため、構成比の合計が100％とならない場合があります。

注）四捨五入しているため、構成比の合計が100％とならない場合があります。

【品目別差止実績】

　
品目別差止件数はバッグ類が1,225件（構成比38.9％）、靴類が720件（同22.8％）、携帯

電話及び付属品が234件（同7.4％）、衣類が169件（同5.4％）となっています。

差止点数ではバッグ類が5,698点（構成比20.4％）、身辺細貨類が4,258点（同15.2％）、
携帯電話及び付属品が2,973点（同10.6％）、衣類が1,667点（同6.0％）となっています。

品目別差止実績構成比（件数・点数）

38.9% 

22.8% 

7.4% 

5.4% 

5.3% 

4.1% 
4.0% 
2.5% 

1.4% 

1.3% 

1.1% 
1.0% 

4.7% 

品目別（件数） バッグ類 

靴類 

携帯電話及び付属品 

衣類 

時計類 

眼鏡類及び付属品 

身辺細貨類 

キーケース類 

電気製品 

帽子類 

ベルト類 

薬品 

その他 

1,225件 

 720件 

 234件 

 169件 

 168件 

 129件 

 126件 

  78件 

  43件 

  42件 

  36件 

  33件 

  149件 

20.4% 

15.2% 

10.6% 
6.0% 

4.5% 

4.1% 

3.1% 

2.8% 
1.8% 
1.7% 

1.6% 
1.5% 

26.7% 

品目別（点数） バッグ類 

身辺細貨類 

携帯電話及び付属品 

衣類 

薬品 

電気製品 

キーケース類 

靴類 

時計類 

コンピュータ製品 

眼鏡類及び付属品 

バッグ類付属品 

その他 

5,698点 

4,258点 

2,973点 

1,667点 

1,249点 

1,143点 

 865点 

 794点 

 490点 

465点 

 446点 

  423点 

7,455点 
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計表　差止実績

１．輸送形態別輸入差止実績（件数・点数）

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
平成26年
上半期

平成27年
上半期

前年
同期比

13 24 11 13 4 7 175.0%

1,115 2,551 1,859 4,697 2,246 2,889 128.6%

1,128 2,575 1,870 4,710 2,250 2,896 128.7%

23,628 442,306 3,875 52,785 1,364 186 13.6%

10,301 29,376 20,974 72,131 54,501 27,740 50.9%

33,929 471,682 24,849 124,916 55,865 27,926 50.0%

２．仕出国別輸入差止実績（件数・点数）

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
平成26年
上半期

平成27年
上半期

前年
同期比

1,045 2,518 1,559 3,926 2,005 2,463 122.8%

5 7 48 605 131 288 219.8%

1 3 12 30 10 45 450.0%

0 0 0 3 3 38 1266.7%

29 21 38 20 11 28 254.5%

48 26 213 126 90 34 37.8%

1,128 2,575 1,870 4,710 2,250 2,896 128.7%

32,293 451,620 21,434 65,783 51,862 19,887 38.3%

42 567 861 4,317 2,383 3,893 163.4%

10 1,031 252 2,011 290 2,970 1024.1%

0 0 0 42 42 609 1450.0%

1,397 17,758 600 701 81 271 334.6%

187 706 1,702 52,062 1,207 296 24.5%

33,929 471,682 24,849 124,916 55,865 27,926 50.0%

（注１）本表は仕出国（地域）ベースであり、原産国（地域）を示すものではありません。

タイ

その他

件数

香港

韓国

合計

点数

中国

香港

スウェーデン

韓国

その他

スウェーデン

中国

合計

タイ

件数

点数

一般貨物

郵便物

郵便物

合計

一般貨物

（注１）件数・点数は、侵害物品に係る一般輸入貨物及び輸入郵便物の件数・点数を計上しています。

（注２）各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100％にならない場合があります。

合計

（注２）件数・点数は、侵害物品に係る一般輸入貨物及び輸入郵便物の件数・点数を計上しています。

（注３）各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100％にならない場合があります。
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３．知的財産別輸入差止実績（件数・点数）

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
平成26年
上半期

平成27年
上半期

前年
同期比

1 0 0 0 0 0 -

1 1 1 12 3 1 33.3%

1,105 2,537 1,832 4,611 2,193 2,894 132.0%

46 52 137 318 296 10 3.4%

0 0 0 0 0 0 -

1 0 0 0 0 0 -

0 1 14 79 48 1 2.1%

1,128 2,575 1,870 4,710 2,250 2,896 128.7%

7,190 0 0 0 0 0 -

5 125 8 647 422 47 11.1%

23,484 440,463 21,923 123,484 54,822 27,878 50.9%

1,435 31,094 2,897 687 555 0 0.0%

0 0 0 0 0 0 -

1,815 0 0 0 0 0 -

0 0 21 98 66 1 1.5%

33,929 471,682 24,849 124,916 55,865 27,926 50.0%

著作隣接権

不競法

合計

点数

特許権

意匠権

商標権

著作権

育成者権

著作隣接権

（注２）１事案で複数の知的財産侵害に当たる場合、件数についてはそれぞれの知的財産に、点数については表中上位の
知的財産のみに計上しています。従って、知的財産ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しません。なお、構成比は権
利ごとの数の合計（のべ数）をもとに算出しています。

（注３）各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100％にならない場合があります。

（注４）各権利の保護対象：特許権は発明、実用新案権は形あるアイデア、意匠権はデザイン、商標権はマーク、ブランド、
著作権は著作物、育成者権は植物の新品種。不正競争防止法違反物品：周知されている表示との混同を生じさせる物、
著名な表示を使用する物、商品の形態を模倣する物、プログラムの実行を防止する技術により制限されているプログラム
の実行を可能にする装置等。

（注１）件数・点数は、侵害物品に係る一般輸入貨物及び輸入郵便物の件数・点数を計上しています。

件数

特許権

意匠権

商標権

著作権

育成者権

不競法

合計
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４．品目別輸入差止実績（件数・点数）

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
平成26年
上半期

平成27年
上半期

前年
同期比

307 645 547 2,035 745 1,225 164.4%

245 912 184 712 408 720 176.5%

13 66 140 681 329 234 71.1%

333 699 394 265 153 169 110.5%

8 35 46 110 57 168 294.7%

6 37 307 354 134 129 96.3%

12 29 27 69 27 126 466.7%

6 46 34 91 47 78 166.0%

23 31 147 17 12 43 358.3%

6 17 25 69 23 42 182.6%

24 57 43 89 40 36 90.0%

1 7 5 10 5 33 660.0%

228 223 166 585 411 149 36.3%

1,128 2,575 1,870 4,710 2,250 2,896 128.7%

9,981 25,614 2,035 5,116 2,344 5,698 243.1%

159 750 1,975 2,787 1,471 4,258 289.5%

314 1,101 5,086 10,381 6,858 2,973 43.4%

4,685 7,582 7,349 4,532 2,408 1,667 69.2%

50 331,414 155 403 129 1,249 968.2%

154 198 466 175 43 1,143 2658.1%

2,948 3,811 72 388 96 865 901.0%

338 2,012 508 1,028 551 794 144.1%

17 144 142 353 145 490 337.9%

318 155 777 2,928 733 465 63.4%

10 79 2,174 1,397 536 446 83.2%

0 10,891 0 0 0 423 全増

14,955 87,931 4,110 95,428 40,551 7,455 18.4%

33,929 471,682 24,849 124,916 55,865 27,926 50.0%

件数

眼鏡類及び付属品

電気製品

時計類

合計

合計

キーケース類

時計類

薬品

その他

ベルト類

薬品

眼鏡類及び付属品

バッグ類付属品

（注１）件数・点数は、侵害物品に係る一般輸入貨物及び輸入郵便物の件数・点数を計上しています。

（注２）１事案で複数の品目を含んだものがある場合、それぞれに計上するため品目ごとの件数の合計と合計欄の件数は
一致しません。

（注３）各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100％にならない場合があります。

点数

バッグ類

靴類

身辺細貨類

携帯電話及び付属品

衣類

キーケース類

帽子類

その他

携帯電話及び付属品

電気製品

衣類

バッグ類

身辺細貨類

コンピュータ製品

靴類
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５．輸出差止実績（件数・点数）

（１）仕向国（地域）別

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
平成26年
上半期

平成27年
上半期

前年
同期比

0 2 0 0 0 0 -

1 0 0 0 0 0 -

0 61 0 0 0 0 -

2 0 0 0 0 0 -

（２）知的財産別

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
平成26年
上半期

平成27年
上半期

前年
同期比

件数 1 2 0 0 0 0 -

点数 2 61 0 0 0 0 -

（３）品目別

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
平成26年
上半期

平成27年
上半期

前年
同期比

0 2 0 0 0 0 -

0 1 0 0 0 0 -

1 0 0 0 0 0 -

1 2 0 0 0 0 -

0 60 0 0 0 0 -

0 1 0 0 0 0 -

2 0 0 0 0 0 -

2 61 0 0 0 0 -

点数

バッグ類

キーケース類

時計類

合計

件数
韓国

アフガニスタン

点数
韓国

アフガニスタン

商標

商標

件数

バッグ類

キーケース類

時計類

合計

（注１）件数・点数は、侵害物品に係る一般輸出貨物及び輸出郵便物の件数・点数を計上しています。

（注２）１事案で複数の知的財産侵害に当たる場合、件数についてはそれぞれの知的財産に、点数については表中上位の
知的財産のみに計上しています。

（注１）件数・点数は、侵害物品に係る一般輸出貨物及び輸出郵便物の件数・点数を計上しています。

（注１）件数・点数は、侵害物品に係る一般輸出貨物及び輸出郵便物の件数・点数を計上しています。

（注２）１事案で複数の品目を含んだものがある場合、それぞれに計上するため品目ごとの件数の合計と合計欄の件数は
一致しません。
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経 済 産 業 省 

 

2 0 1 5 0 9 0 7 貿 局 第 １ 号 

輸入注意事項２７第１３号 
経済産業省貿易経済協力局 

 
 「機械類並びに武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品の輸入の承認につ

いて」の一部を改正する規程を次のとおり制定する。 

 

平成２７年９月１８日 

 
 
 

経済産業省貿易経済協力局長 寺澤 達也 

 
 
 

「機械類並びに武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品の輸入

の承認について」の一部改正について 
 
 

「機械類並びに武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品の輸入の承認につい

て」（平成１９年３月７日付け輸入注意事項１９第８号）の一部を別紙の新旧対照表の

とおり改正し、平成２７年９月１８日から施行する。 



（別 紙） 
「機械類並びに武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品の輸入の承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○機械類並びに武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品の輸入の承認について（平成１９年３月７日付け輸入注意事項１９第８号） 

改 正 後 現   行 
平成１９年３月６日付け経済産業省告示第４９号（輸入公表の一部を改正する告

示）により、下記１に掲げる機械類並びに武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及

び附属品の輸入に係る二の二号承認（輸入貿易管理令第４条第１項第２号の規定に

よる輸入の承認（全地域を原産地又は船積地域とする貨物の輸入に係る承認に限

る。）をいう。）については、平成１９年４月１日以降は、下記により行います。 

 

記 

 

１ 対象品目 

関税率表

の番号等 
品     目 備     考 

84・11 ・軍用航空機用原動機（部分品を除

く。） 

 

8412・10 ・軍用航空機用原動機  

8412・39 ・軍用航空機用原動機  

8412・80 ・軍用航空機用原動機  

87・10 ・戦車その他の装甲車両（自走式の

ものに限るものとし、武器を装備

しているかいないかを問わない。）

及びその部分品 

 

88・02 ・軍用航空機（関税率表第８８０２・

６０号に掲げるものを除く。） 

 

89・06 ・軍艦  

93・01 ・軍用の武器  

93・02 ・けん銃  

93・03 ・その他の火器及びこれに類する器

具で発射火薬により作動するもの 

 

93・04 ・その他の武器  

平成１９年３月６日付け経済産業省告示第４９号（輸入公表の一部を改正する告

示）により、下記１に掲げる機械類並びに武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及

び附属品の輸入に係る二の二号承認（輸入貿易管理令第４条第１項第２号の規定に

よる輸入の承認（全地域を原産地又は船積地域とする貨物の輸入に係る承認に限

る。）をいう。）については、平成１９年４月１日以降は、下記により行います。 

 

記 

 

１ 対象品目 

関税率表の番号等 品     目 

８４・１１ ・軍用航空機用原動機（部分品を除く。） 

 

８４１２・１０ ・軍用航空機用原動機 

８４１２・３９ ・軍用航空機用原動機 

８４１２・８０ ・軍用航空機用原動機 

８７・１０ ・戦車その他の装甲車両（自走式のものに限るものとし、

武器を装備しているかいないかを問わない。）及びそ

の部分品 

 

８８・０２ ・軍用航空機（関税率表第８８０２・６０号に掲げるも

のを除く。） 

８９・０６ ・軍艦 

９３・０１ ・軍用の武器 

９３・０２ ・けん銃 

９３・０３ ・その他の火器及びこれに類する器具で発射火薬により

作動するもの 

９３・０４ ・その他の武器 



93・05 ・関税率表第９３・０１項から第９

３・０４項までの物品の部分品及

び附属品（次に掲げるものを除

く。） 

イ 関税率表第９３０５・９９号

であって、プラスチック製、ゴ

ム製、革製、コンポジションレ

ザー製又は紡織用繊維製のも

の 

ロ 三脚その他の特殊な支持具 

ハ 銃用のつり帯及びバンド並

びに銃身又は銃床の環 

ニ 銃の反動吸収器で取り外し

ができるもの 

ホ 撃針を保護するための空撃

ちケース 

 

次のいずれかに該当するも

のを除く。 

・一脚／モノポッド、二脚／バ

イポッド、三脚／トリポッド

に類するもの 

・レスト、台座、ベンチレスト、

サンドバッグ、シューティン

グレスト、シューティングバ

ッグに類するもの 

・スコープリング、スコープマ

ウントに類するもの 

・ベース、マウントレール、マ

ウントベース、レールベース

に類するもの 

・スリング、スリングスイーベ

ル 

・シェルバンド、シェルホルダ

ー、ブレットバンドに類する

もの 

・リコイルパッド 

・スナップキャップ 

93・06 ・爆弾、手りゅう弾、魚雷、機雷、

ミサイルその他これらに類する物

品及びこれらの部分品並びに弾薬

筒その他の銃砲弾及び発射体並び

にこれらの部分品（散弾を含み、

カートリッジワッドを除く。） 

 

93・07 ・刀、剣、やりその他これらに類す

る武器並びにこれらの部分品（刀

身に限る。） 

 

２ 申請者の資格 

 （１）～（８） （略） 

（９）上記（１）から（８）までに掲げる貨物以外の貨物（関税率表の第９３・

９３・０５ ・関税率表第９３・０１項から第９３・０４項までの物

品の部分品及び附属品 

 

 

（関税率表第９３０５・９９号であって、プラスチッ

ク製、ゴム製、革製、コンポジションレザー製又は紡

織用繊維製のものを除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９３・０６ ・爆弾、手りゅう弾、魚雷、機雷、ミサイルその他これ

らに類する物品及びこれらの部分品並びに弾薬筒その

他の銃砲弾及び発射体並びにこれらの部分品（散弾及

びカートリッジワッドを含む。） 

 

 

９３・０７ ・刀、剣、やりその他これらに類する武器並びにこれら

の部分品及びさや 

 

２ 申請者の資格 

 （１）～（８） （略） 

（９）上記（１）から（８）までに掲げる貨物以外の貨物にあっては、当該貨物



０３項、第９３・０４項、第９３・０５項又は第９３・０７項のいずれかに

該当するものであって、かつ銃刀法第４条第１項の所持許可の対象でないも

の）にあっては、当該貨物を輸入しようとする者（第９３・０５項に該当す

る部分品又は附属品については、当該部分品又は附属品の本体が同法の所持

許可の対象でないものに限る。） 

（注：例えば、スタータピストル、護身棒、投石機、水中銃、スタンガン、

ヌンチャクナイフ等（いずれも同法の所持許可の対象でないものに限

る。）を輸入する場合が該当） 

３・４ （略） 

［別紙様式１］～［別紙様式３］ （略） 

 

を輸入しようとする者 

 

 

 

 

 

 

 

３・４ （略） 

［別紙様式１］～［別紙様式３］ （略） 

 













経 済 産 業 省 

 

2 0 1 5 0 9 0 7 貿 局 第 １ 号 

輸入注意事項２７第１３号 
経済産業省貿易経済協力局 

 
 「機械類並びに武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品の輸入の承認につ

いて」の一部を改正する規程を次のとおり制定する。 

 

平成２７年９月１８日 

 
 
 

経済産業省貿易経済協力局長 寺澤 達也 

 
 
 

「機械類並びに武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品の輸入

の承認について」の一部改正について 
 
 

「機械類並びに武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品の輸入の承認につい

て」（平成１９年３月７日付け輸入注意事項１９第８号）の一部を別紙の新旧対照表の

とおり改正し、平成２７年９月１８日から施行する。 



（別 紙） 
「機械類並びに武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品の輸入の承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○機械類並びに武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品の輸入の承認について（平成１９年３月７日付け輸入注意事項１９第８号） 

改 正 後 現   行 
平成１９年３月６日付け経済産業省告示第４９号（輸入公表の一部を改正する告

示）により、下記１に掲げる機械類並びに武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及

び附属品の輸入に係る二の二号承認（輸入貿易管理令第４条第１項第２号の規定に

よる輸入の承認（全地域を原産地又は船積地域とする貨物の輸入に係る承認に限

る。）をいう。）については、平成１９年４月１日以降は、下記により行います。 

 

記 

 

１ 対象品目 

関税率表

の番号等 
品     目 備     考 

84・11 ・軍用航空機用原動機（部分品を除

く。） 

 

8412・10 ・軍用航空機用原動機  

8412・39 ・軍用航空機用原動機  

8412・80 ・軍用航空機用原動機  

87・10 ・戦車その他の装甲車両（自走式の

ものに限るものとし、武器を装備

しているかいないかを問わない。）

及びその部分品 

 

88・02 ・軍用航空機（関税率表第８８０２・

６０号に掲げるものを除く。） 

 

89・06 ・軍艦  

93・01 ・軍用の武器  

93・02 ・けん銃  

93・03 ・その他の火器及びこれに類する器

具で発射火薬により作動するもの 

 

93・04 ・その他の武器  

平成１９年３月６日付け経済産業省告示第４９号（輸入公表の一部を改正する告

示）により、下記１に掲げる機械類並びに武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及

び附属品の輸入に係る二の二号承認（輸入貿易管理令第４条第１項第２号の規定に

よる輸入の承認（全地域を原産地又は船積地域とする貨物の輸入に係る承認に限

る。）をいう。）については、平成１９年４月１日以降は、下記により行います。 

 

記 

 

１ 対象品目 

関税率表の番号等 品     目 

８４・１１ ・軍用航空機用原動機（部分品を除く。） 

 

８４１２・１０ ・軍用航空機用原動機 

８４１２・３９ ・軍用航空機用原動機 

８４１２・８０ ・軍用航空機用原動機 

８７・１０ ・戦車その他の装甲車両（自走式のものに限るものとし、

武器を装備しているかいないかを問わない。）及びそ

の部分品 

 

８８・０２ ・軍用航空機（関税率表第８８０２・６０号に掲げるも

のを除く。） 

８９・０６ ・軍艦 

９３・０１ ・軍用の武器 

９３・０２ ・けん銃 

９３・０３ ・その他の火器及びこれに類する器具で発射火薬により

作動するもの 

９３・０４ ・その他の武器 



93・05 ・関税率表第９３・０１項から第９

３・０４項までの物品の部分品及

び附属品（次に掲げるものを除

く。） 

イ 関税率表第９３０５・９９号

であって、プラスチック製、ゴ

ム製、革製、コンポジションレ

ザー製又は紡織用繊維製のも

の 

ロ 三脚その他の特殊な支持具 

ハ 銃用のつり帯及びバンド並

びに銃身又は銃床の環 

ニ 銃の反動吸収器で取り外し

ができるもの 

ホ 撃針を保護するための空撃

ちケース 

 

次のいずれかに該当するも

のを除く。 

・一脚／モノポッド、二脚／バ

イポッド、三脚／トリポッド

に類するもの 

・レスト、台座、ベンチレスト、

サンドバッグ、シューティン

グレスト、シューティングバ

ッグに類するもの 

・スコープリング、スコープマ

ウントに類するもの 

・ベース、マウントレール、マ

ウントベース、レールベース

に類するもの 

・スリング、スリングスイーベ

ル 

・シェルバンド、シェルホルダ

ー、ブレットバンドに類する

もの 

・リコイルパッド 

・スナップキャップ 

93・06 ・爆弾、手りゅう弾、魚雷、機雷、

ミサイルその他これらに類する物

品及びこれらの部分品並びに弾薬

筒その他の銃砲弾及び発射体並び

にこれらの部分品（散弾を含み、

カートリッジワッドを除く。） 

 

93・07 ・刀、剣、やりその他これらに類す

る武器並びにこれらの部分品（刀

身に限る。） 

 

２ 申請者の資格 

 （１）～（８） （略） 

（９）上記（１）から（８）までに掲げる貨物以外の貨物（関税率表の第９３・

９３・０５ ・関税率表第９３・０１項から第９３・０４項までの物

品の部分品及び附属品 

 

 

（関税率表第９３０５・９９号であって、プラスチッ

ク製、ゴム製、革製、コンポジションレザー製又は紡

織用繊維製のものを除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９３・０６ ・爆弾、手りゅう弾、魚雷、機雷、ミサイルその他これ

らに類する物品及びこれらの部分品並びに弾薬筒その

他の銃砲弾及び発射体並びにこれらの部分品（散弾及

びカートリッジワッドを含む。） 

 

 

９３・０７ ・刀、剣、やりその他これらに類する武器並びにこれら

の部分品及びさや 

 

２ 申請者の資格 

 （１）～（８） （略） 

（９）上記（１）から（８）までに掲げる貨物以外の貨物にあっては、当該貨物



０３項、第９３・０４項、第９３・０５項又は第９３・０７項のいずれかに

該当するものであって、かつ銃刀法第４条第１項の所持許可の対象でないも

の）にあっては、当該貨物を輸入しようとする者（第９３・０５項に該当す

る部分品又は附属品については、当該部分品又は附属品の本体が同法の所持

許可の対象でないものに限る。） 

（注：例えば、スタータピストル、護身棒、投石機、水中銃、スタンガン、

ヌンチャクナイフ等（いずれも同法の所持許可の対象でないものに限

る。）を輸入する場合が該当） 

３・４ （略） 

［別紙様式１］～［別紙様式３］ （略） 

 

を輸入しようとする者 

 

 

 

 

 

 

 

３・４ （略） 

［別紙様式１］～［別紙様式３］ （略） 
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